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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支える相談窓口です。住みなれた
地域で安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな面か
ら、高齢者やその家族を支えます。

自立して生活できるよう
支援します

　要支援1・2と認定された人や、介護予
防・生活支援サービス事業対象者が住みなれ
た地域で自立して生活できるよう支援します。

介護予防ケアマネジメント

みなさんの権利を守ります

　みなさんが安心していきいきと暮らせるよ
うに、みなさんの持つさまざまな権利を守り
ます。虐待を早期に発見したり、成年後見制
度の紹介や、消費者被害などに対応します。

ご相談ください

　介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や
医療のことなど、ご相談ください。

総　合　相　談

さまざまな方面から
みなさんを支えます

　暮らしやすい地域にするため、さまざまな
機関とのネットワークをつくり調整します。

包括的・継続的ケアマネジメント

主任ケアマネジャー 保健師
（または経験豊富な看護師）

社会福祉士

地域包括支援センター

　地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などが中心となり、お互い
に連携をとりながら、総合的に高齢者を支えます。

地域包括支援センターを利用しましょう

悩みや相談ごとなど、お気軽にご相談ください！

権　利　擁　護
よう ご

ぎゃく たい

指宿市地域包括支援センター
指宿市十町2424番地（指宿市役所）
電話：22－2111（内線251・252・264）

連絡先 南薩地域の介護保険等
施設・サービスの
検索ができます

介護保険制度のしくみを
動画で解説します

指　宿　市




